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議事日程第４号 

令和３年９月24日（金曜日）   午前10時05分 開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 追加議案の上程及び提案理由の説明 １件 

      議案第49号 令和３年度御嵩町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第３ 議案の審議及び採決 ７件 

      議案第44号 御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第45号 御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第46号 御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

      議案第48号 財産の取得について 

      発議第１号 こども庁の設置を求める意見書 

      発議第２号 出産育児一時金の増額を求める意見書 

      議案第49号 令和３年度御嵩町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第４ 付託事件の審査結果報告並びに審議及び採決 ６件 

     総務建設産業常任委員会付託事件 ３件 

      認定第１号 令和２年度御嵩町一般会計歳入歳出決算認定について 

      認定第５号 令和２年度御嵩町水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

て 

      認定第６号 令和２年度御嵩町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

     民生文教常任委員会付託事件 ３件 

      認定第２号 令和２年度御嵩町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

      認定第３号 令和２年度御嵩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

      認定第４号 令和２年度御嵩町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第５ 議会運営委員会の閉会中の継続審査の決定 

      次期議会（必要により定例会までの間に開かれる臨時会を含む）の会期日程等

の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について 
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  ──────────────────────────────────────── 

出 席 議 員 （１１名） 
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午前10時05分 開議  

  開議の宣告 

議長（高山由行君） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は11名で、定足数に達しています。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付しました議事日程のとおり行いたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名議員の指名 

議長（高山由行君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、11番 岡本隆子さん、12番 谷口鈴男君の２名を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  追加議案の上程及び提案理由の説明 

議長（高山由行君） 

 日程第２、追加議案の上程及び提案理由の説明を行います。 

 お諮りします。追加議案として提出されました議案第49号を議題として上程し、提案理由の

説明を求めたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 議案第49号 令和３年度御嵩町一般会計補正予算（第５号）について、朗読を省略し、説明

を求めます。 

 総務防災課長 古川孝君。 

総務防災課長（古川 孝君） 

 それでは、議案第49号 令和３年度御嵩町一般会計補正予算（第５号）について御説明いた

します。 

 補正予算書つづりをおめくりいただき、ピンク色の表紙の裏面１ページを御覧ください。 

 第１条第１項におきまして、歳入歳出予算の総額に1,285万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を86億849万4,000円とする旨、規定しております。 

 歳入の補正について御説明いたしますので、５ページを御覧ください。 

 款13分担金及び負担金、目02災害復旧費分担金は、８月の豪雨により津橋川河川内の堤外水
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路の一部が崩れたことに伴う災害復旧工事に係る受益者分担金78万7,000円の増額。 

 款15国庫支出金、目03衛生費国庫補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

費補助金260万円の増額。 

 目06災害復旧費国庫補助金は、津橋川豪雨災害に伴う災害復旧工事に対する国庫補助金292

万5,000円の増額です。 

 款19繰入金、目01財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う財源調整となります。 

 続いて６ページを御覧ください。 

 歳出です。 

 款04衛生費、目02予防費、節12委託料は、新型コロナウイルスワクチン個別接種業務委託料

を補助金へ組み替える420万円の減額。節18負担金、補助及び交付金は、委託料から補助金へ

の組替え420万円と、実施件数の増に伴う260万円の合計680万円の増額です。 

 款11災害復旧費、目01耕地災害復旧費、節12委託料は、津橋川豪雨災害に伴う水路復旧工事

のための災害査定設計書作成業務25万円の増額です。 

 節14工事請負費、町単災害復旧工事費は、９月２日の豪雨により前沢ため池の堤体の一部が

崩落したことに伴う復旧工事費550万円の増額、公共災害復旧工事費は、津橋川豪雨災害に伴

う水路復旧工事費450万円の増額です。 

 以上で、議案第49号 令和３年度御嵩町一般会計補正予算（第５号）についての説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（高山由行君） 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

午前10時10分 休憩  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前10時15分 再開  

議長（高山由行君） 

 休憩を解いて再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案の審議及び採決 

議長（高山由行君） 

 日程第３、議案の審議及び採決を行います。 

 議案第44号 御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 



－１５７－ 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第44号 御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 議案第45号 御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第45号 御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 



－１５８－ 

 起立全員であります。したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 議案第46号 御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第46号 御嵩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制

定について採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 議案第48号 財産の取得についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これより議案第48号 財産の取得について採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 発議第１号 こども庁の設置を求める意見書を議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより発議第１号 こども庁の設置を求める意見書について採決を行います。 

 本案を原案のとおり提出することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 発議第２号 出産育児一時金の増額を求める意見書を議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより発議第２号 出産育児一時金の増額を求める意見書について採決を行います。 

 本案を原案のとおり提出することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 続きまして、議案第49号 令和３年度御嵩町一般会計補正予算（第５号）についてを議題と

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第49号 令和３年度御嵩町一般会計補正予算（第５号）について採決を行いま

す。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  付託事件の審査結果報告並びに審議及び採決 

議長（高山由行君） 

 日程第４、付託事件の審査結果報告並びに審議及び採決を行います。 

 各常任委員会に付託しました認定第１号から第６号までの計６件を一括議題としたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 ただいま議題としました６件について議長宛てに審査報告書の提出がありましたので、それ

ぞれの常任委員会委員長より報告していただき、質疑及び採決を行います。 

 最初に、総務建設産業常任委員会に付託しました認定第１号 令和２年度御嵩町一般会計歳

入歳出決算認定について、認定第５号 令和２年度御嵩町水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について、認定第６号 令和２年度御嵩町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて、以上３件について行います。 

 総務建設産業常任委員会委員長に審査結果の報告を求めます。 

 総務建設産業常任委員会委員長 谷口鈴男君。 

総務建設産業常任委員会委員長（谷口鈴男君） 

 それでは報告をさせていただきます。 

 ピンク色の委員会付託事件審査報告書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年９月17日、御嵩町議会議長 高山由行殿。総務建設産業常任委員会委員長 谷口鈴

男。 

 総務建設産業常任委員会付託事件審査報告書。 

 令和３年第３回定例会の９月10日において、本委員会に付託された事件について、会議規則

第77条の規定により、下記のとおり審査の結果を報告いたします。 

 １．審査実施日、令和３年９月16日、木曜日。 

 審査事件名、認定第１号 令和２年度御嵩町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第５

号 令和２年度御嵩町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、認定第６号 令和２

年度御嵩町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について。 

 審査の経過、決算の審査に当たっては、関係職員に説明を求め、決算書及び決算に関する説

明書、主要な施策の成果に関する説明書、あるいは監査委員の意見書などを参考に、議決した

予算が効率的に執行されたか、また予算の目的どおりに適正になされたか、その成果が達成さ

れたかなどを主眼に審査いたしました。 

 認定第１号の審査では、民生文教常任委員会所管部分について、民生文教常任委員会委員長

から審査の報告を受け、当委員会において審査を行いました。 

 審査の結果、認定第１号については、全員の賛成により認定すべきものと決定した。 

 認定第５号については、全員の賛成により可決及び認定すべきものと決定した。 

 認定第６号については、全員の賛成により可決及び認定すべきものと決定した。 

 なお、一般会計決算のうち、民生文教常任委員会の所管部分につきましては２ページ目から
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になりますが、９月15日付で総務建設常任委員会委員長宛てに報告書が提出されておりますの

で、お目通しをお願いしたいと思います。 

 以上で報告を終わります。 

議長（高山由行君） 

 委員長報告が終わりましたので、これよりそれぞれの案件ごとに委員長報告に対する質疑及

び採決を行います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 まず最初に、認定第１号 令和２年度御嵩町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題とし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで委員長に対する質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより認定第１号 令和２年度御嵩町一般会計歳入歳出決算認定について採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、認定第１号は原案のとおり認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 認定第５号 令和２年度御嵩町水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを議題とし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
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 質疑なしと認めます。 

 これで委員長に対する質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより認定第５号 令和２年度御嵩町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について採

決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決及び認定すべきものであります。 

 本案を原案のとおり可決及び認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、認定第５号は原案のとおり可決及び認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 認定第６号 令和２年度御嵩町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを議題と

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで委員長に対する質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより認定第６号 令和２年度御嵩町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について

採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は可決及び認定すべきものであります。 

 本案を原案のとおり可決及び認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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 起立全員であります。したがって、認定第６号は原案のとおり可決及び認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 続きまして、民生文教常任委員会に付託しました認定第２号 令和２年度御嵩町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第３号 令和２年度御嵩町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について、認定第４号 令和２年度御嵩町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、以上３件について行います。 

 民生文教常任委員会委員長に審査結果の報告を求めます。 

 民生文教常任委員会委員長 大沢まり子さん。 

民生文教常任委員会委員長（大沢まり子君） 

 それでは御報告させていただきます。 

 委員会付託事件審査報告書の４ページをお願いいたします。 

 令和３年９月15日、御嵩町議会議長 高山由行様。民生文教常任委員会委員長 大沢まり子。 

 民生文教常任委員会付託事件審査報告書。 

 令和３年第３回定例会の９月10日において、本委員会に付託をされた事件について、会議規

則第77条の規定により、下記のとおり審査の結果を報告します。 

 １．審査実施日、令和３年９月14日、火曜日。 

 ２．審査事件名、認定第２号 令和２年度御嵩町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定第３号 令和２年度御嵩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

認定第４号 令和２年度御嵩町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 ３．審査の経過、決算の審査に当たっては、関係職員に説明を求め、決算書及び決算に関す

る説明書、主要な施策の成果に関する説明書、あるいは監査委員の意見書などを参考に、議決

した予算が効率的に執行されたか、また予算の目的どおりに適正になされたか、その成果が達

成されたかなどを主眼に審査をいたしました。 

 ４．審査の結果、認定第２号については、全員の賛成により認定すべきものと決定した。 

 認定第３号については、全員の賛成により認定すべきものと決定した。 

 認定第４号については、全員の賛成により認定すべきものと決定した。 

 以上でございます。 

議長（高山由行君） 

 委員長報告が終わりましたので、これよりそれぞれの案件ごとに委員長報告に対する質疑及

び採決を行います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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議長（高山由行君） 

 認定第２号 令和２年度御嵩町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで委員長に対する質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより認定第２号 令和２年度御嵩町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について採

決を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、認定第２号は原案のとおり認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 続きまして、認定第３号 令和２年度御嵩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで委員長に対する質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これより認定第３号 令和２年度御嵩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

採決を行います。 

 本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、認定第３号は原案のとおり認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 認定第４号 令和２年度御嵩町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで委員長に対する質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより認定第４号 令和２年度御嵩町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について採決を

行います。 

 本案に対する委員長報告は認定すべきものであります。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、認定第４号は原案のとおり認定されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議会運営委員会の閉会中の継続審査の決定 

議長（高山由行君） 

 日程第５、議会運営委員会の閉会中の継続審査の決定について。 

 次期議会（必要により定例会までの間に開かれる臨時会を含む）の会期日程等の議会運営に

関する事項及び議長の諮問に関する事項についてを議題とします。 
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 お諮りします。ただいま議題としました事項につきましては、議会運営委員会の閉会中の継

続審査としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、ただいま議題としました事項につきましては、議会運営

委員会の閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行君） 

 以上で、本定例会に提出されました案件は全て終了しました。 

 ここで町長より挨拶をお願いします。 

 町長 渡邊公夫君。 

町長（渡邊公夫君） 

 長期間にわたり、第３回定例会、このように全ての議案を議了していただきました。 

 特に９月の定例会というのは、いわゆる予算主義の行政において決算の審査ということで、

私はむしろそちらのほうが大切だということを思っておりますけれど、全てきちんとした処理

をしていることを議会にお認め願ったということ、本当にありがたいことだと思っております。 

 浪費をしないようにというようなことで、かなり長い間言ってきているわけですが、だんだ

んだんだんそういうものも慣れてくると、ちょっと忘れるようなこともあるということが起き

ることもありますので、やはりしっかりと数字を大切にしていくという行政にしていきたいと

いうふうに思います。 

 現在はコロナ禍であり、コロナの予算というのは突然来るとか、非常に大きな予算が一気に

下りるとかそういうことがありますので、行政のほうとしては担当者たちはそこで頭を悩ませ

るということがございますし、子供たちが通う学校や保育園・幼稚園に発症者がいると、全て

閉じてしまわなければいけないという事態にもつながりますので、本当に日々心配しながら生

活をしているというところであります。 

 感染者が確認されますと、午後３時から５時までの間に、私の携帯のほうに、何人であらか

たの情報ということで伝えられます。しばらくの間なかったわけですが、昨日は２人感染者が

出たということであります。家族が１人感染すると、家族全滅というパターンが最近の傾向か

なというふうに思っております。 

 コロナにかこつけて、できる限り前倒しでできることは前倒しにしていきたいと、実現して

いきたいというふうには思っておりますけれど、なかなか対応力といいますか、通常の仕事を

しながらの対応になりますので、職員たちは頑張ってやってくれていると思っておりますけれ

ど、まだまだ要求したいことはたくさんございます。 
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 また、これで今月終わりには新総裁、総理が決まるということになりますけれど、私は菅総

理はそんなに仕事をしてないわけではないというふうに思ってました。 

 総理の一声というのはすごいものだなと思いましたのは、ワクチン接種の高齢者の部分を７

月いっぱいで終わらせるとおっしゃってから、本当に実現したということです。御嵩町では、

８月10日近くまでかかるという試算をしてスケジュールを組んでおりましたし、ほかの自治体

では８月いっぱいとか、９月にずれ込むというようなそんな報告もされていたと。それが、総

理の一声で７月いっぱいで何とか医師会もできるような体制をつくっていただけたということ

で、総理の一声というのはこんなに威力があるのかということを改めて感じたところでありま

すけれど、いろんなことが実現したこともありますけれど、発信力というか皆さんの心を打つ

ような発言がなかったという、それだけのことかなというふうに思っております。 

 そしてその後、総選挙ということに流れとしてはなっていくわけですけれど、このコロナ禍

で各立候補者陣営がどんな個人演説会やどんな選挙運動をされるのか、非常にある意味参考に

できることになるんじゃないのかなと。イベントをやると感染が拡大するというのが大体のデ

ータで分かっていることでありますけれど、選挙というのは人の数の問題ですので、どうやっ

て浸透させていくのかということは、非常に我々選挙で選ばれる人間としては、興味深い選挙

になるんじゃないのかなということを感じております。 

 それを見据えた上で、皆さんを驚かせましたが、押山の美佐野工区の土についての方向性を

示させていただきました。当然、町民への説明は私も常にしていく、これは責任だと思ってお

りますので、スケジュールのほうを組んでまいりたいというふうに思います。 

 １月、年が明けますと、第３回目の接種ということも言われておりますので、そうした流れ

をきちんと受け止めて行政運営をしていきたいというふうに思っておりますので、皆さんの御

協力もいただきながら、まずは自分が健康であること、これを前提として仕事をしてまいりた

いと思いますし、議員の皆さんにもしっかりと気をつけになって、季節の変わり目から非常に

体調も優れないということもありますので、体調の維持をしていただいて議員活動に励んでい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、私の本定例会のお礼の言葉とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  閉会の宣告 

議長（高山由行君） 

 これをもちまして令和３年御嵩町議会第３回定例会を閉会します。御苦労さまでございまし

た。 

午前10時44分 閉会  
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